
第１３回 長野県本人確認情報保護審議会 議事録（2004.8.11） 
 
○出席委員 
  不破会長、櫻井委員、佐藤委員、清水委員、中澤委員、吉田委員 
○県出席者 
  田中知事、小林総務部長、八重田企画局長、吉澤市町村課長、阿部情報政策課長、 

合木国際課長 ほか 
 
事務局： 
委員の皆様、全員のご出席をいただきまして、ただ今から、第１３回長野県本人確認情報保護審議会

を開催いたします。私は、事務局市町村課の佐藤正行と申します。審議事項に入りますまでの間、進行

を務めさせていただきます。それでは、はじめに田中知事からごあいさつをお願いします。 
 
田中知事： 
もう改めて申し上げるまでもなく、本日もお集まりいただきありがとうございます。 
侵入実験というものを行ったわけでございます。その上で、セキュリティ強化のためにさらに皆さん

から意見をいただいて、６月の末に住基ネットについての長野県の基本的な考え方というものを整理さ

せていただいております。公的個人認証サービスに関しても、これは、私たちが皆様の意見をいただく

中で、不具合な点をきちんと対応した上で運用を開始したわけでありまして、この１０８に及ぶ項目と

いうものの検証をしていただいたことというのは、これは本県にとどまることでなく、むしろこうした

点を確認せず行った総務省をはじめとする機関に、私どもは良い意味でボランティア活動をしたような

ものではなかろうかというふうにも思っていますし、その点は、これは歴史がある意味では今後この公

的個人認証サービス、あるいはそうした不具合な中で進められてきている住民基本台帳ネットワークと

いうシステムが、今後、歴史の中で検証される上において皆様の大変なご尽力をいただいて本県が行っ

てきたことというものは、むしろ高く評価されていくべき筋合いのものであろうと思っております。 
パスポートの事務に関しましては、これは佐藤委員のほうにセキュリティの面のご検討等をいただい

てきておりますが、この点がある程度まとまってきているということでございますので、これに関して、

これを踏まえてさらに万全な対策を講じて、利用を開始していく上においてご意見があれば、是非また

今日この場でいただきたいと、このように思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 
今、清水委員から何かお話を、私が来る時になさっていた件は。 

 
清水委員： 
個人的な問題なので。 

 
田中知事： 
私は、税金を用いて会食をするならば問題がないという発想のほうがむしろおかしいのではないかと

思っているんですけれども。いくつか委員をお務めになっていた方々の中には、税金で払うんだと思っ

たので食事をしたということを、他の委員会でありますが、委員をお務めであった方にいらっしゃった

んですけれども、それはむしろ今まで税金に関して厳しいご指弾をなさってきた委員としては、大変に

論理的に不整合を生じているような意見じゃないかなというふうに個人的には思っていますけれども。 

1 



この問題に関しましては、私は、やはり必要な会合をご議論いただく際にそうした飲食があったという

ことであるというふうに思っておりますので、それは、既に議会の場でも私は繰り返し申し上げてきて

いるところなんです。 
 
清水委員： 

私のほうから一言よろしいでしょうか。 
今、朝日（新聞）の飯竹さんから、知事と会食したことに関して、その金を返すべきではないかとい

うことを言われました。（飯竹記者から「そんなことは言っていない」という趣旨の発言あり。）そうい

う意味でしょう。だって、同席した県の職員たちは返したとも言っていたでしょう。「ほかの人たちは

返していますけれども、あなたはどうするんですか」というふうに言われたものですから、私はお金を

出したところから違法、あるいは違法でないにしろ、間違った支出だから返してくれというふうに言わ

れれば返すけれども、ほかの人から言われる筋合いはないというふうにお答えをしました。また、私は

知事と飲食をしたことで、その前後において自分の考え方や発言を一切変えたこともありませんので、

その飲食がいかがわしいものだという認識も全く持っていません。むしろ、意味のある意見交換をした

かとも考えています。 
 
田中知事： 

これに関しては、「しなやかな信州をはぐくむ会」、以前は「しなやかな長野県をはぐくむ会」という

名前ですが、この会の会長及び事務局長を務めている者が、私の政治活動あるいは議論をする場合にお

いて必要であると認めた支出をしていますので、その会としては皆様に何ら返還請求を求めているわけ

ではありませんし、会としては、その会長及び事務局長は、必要な支出であったというふうに認識をし

ていると聞いておりますので。 
 
清水委員： 

了解しました。 
 
田中知事： 

ご理解いただければと思います。 
 
事務局： 

それでは、審議に入らせていただきます前に、初めてこの審議会に出席する職員がおりますので、自

己紹介をさせていただきます。 
 
八重田企画局長： 

５月１日から企画局長を務めさせていただいております八重田修と申します。どうぞよろしくお願い

いたします。 
 
小林総務部長： 

同じく５月１日付けをもちまして総務部長を務めさせていただいております小林公喜と申します。 
どうぞよろしくお願いいたします。 
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合木国際課長： 
総務部の国際課長を務めております合木康典と申します。どうぞよろしくお願いします。 

 
事務局： 

審議の前でありますけれども、このあと、田中知事は所用がございまして退席させていただくことに

なります。委員の皆様から特にご発言がございますようでしたらお願いをしたいと思いますが。 
 
不破会長： 

それでは、私のほうからよろしいでしょうか。 
今、知事も冒頭におっしゃられたとおり、長野県の住基ネットというのは、危ない部分を自ら検証し

て、その部分については独自の安全策を策定して実施すると。それから、住基ネットを利用するシステ

ムである公的個人認証もパスポートの発行についても、その安全性を自分で検証して独自の安全策を練

っていくという、他の都道府県で見られない独自の安全なネットワークを作るフェーズが今始まってい

ると思っております。このことに関しては、私どもの審議会も関与をさせていただいてはいますけれど

も、ここで是非県にお願いをしたいのは、その安全策実施の主体はあくまでも県であると。県が自ら責

任を持って安全策を実施しているんだということを是非ご確認いただければと思っております。審議会

は、国や県が行うことに対してチェックをして、問題があればそのことを指摘もし、また安全策があれ

ばそのことを提案させていただきますけれども、それを実施するのは県であると。しかしながら、時々、

県の対応に県が主体であることを自覚しておられるのか疑問に感じる場合もございまして、例えば、安

全策の実施についても、それから侵入実験に対する対応であったり、県議会での答弁などで、あたかも

審議会にみんな丸投げしているかのようなご発言をされる場合もありまして、大変困惑をしております。

困惑は私ども審議会委員だけではなくて、市町村もその点では困惑をしていまして、住基ネットを実際

に運用している市町村が困惑しているというのは、住基ネットの安全策を実施する上でも大きな影響が

あろうかと思います。市町村の困惑を解消して、安全策への理解を得ていくために、安全策実施に県が

主体的に取り組んでいるという姿勢を県の皆様が是非これからも示していっていただきたい。知事をは

じめとして県の皆様も、私ども審議会委員も、県民の情報保護という大変重い使命を担って、それぞれ

の立場で活動をしておりますので、是非、この点をよろしくお願いをしたいということです。 
 
田中知事： 

その点は今、不破会長からもお話がありましたが、よりそうした点に気を引き締めて、無論、新任の

企画局長の八重田も、また従来から行っております情報政策課長の阿部もきちんと対応をしてまいりま

すし、また、とりわけ総務部長の小林も市町村課長の吉澤も、また、さらに仮に今後パスポートの発給

ということであれば、国際課長の合木のみならず担当職員も、逆に皆様に頼るのではなく、皆様の大変

な深いパースペクティブを持ったご議論をきちんと実現していくということに全力を尽くしたいと思

いますし、もしその点で至らない点があれば是非、今後もよりよいご助言をいただきたいと思っており

ますのでよろしくお願いいたします。 
 
不破会長： 

よろしくお願いいたします。ほかの委員の皆様はいかがでしょうか。よろしいですか。 
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事務局： 
それではお時間になりましたので、知事、よろしいでしょうか。 

 
田中知事： 

どうもありがとうございます。すみません、申し訳ありません。（知事退席） 
 
事務局： 

それでは審議事項に進ませていただきます。会議の議長は規定により会長が行うこととされています。

不破会長様、よろしくお願いします。 
 
不破会長： 

本日はお忙しいところありがとうございます。それでは審議に入らせていただきます。本日は、午後

３時終了を目途とさせていただきたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。 
それでは、お手元の次第に従いまして審議をさせていただきます。まず、審議事項１の「住基ネット

に係る市町村ネットワークの脆弱性調査最終結果を受けてのセキュリティ対策実施状況等について」に

つきまして、事務局から報告をお願いいたします。 
 
吉澤市町村課長： 

市町村課長の吉澤でございます。私から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 
それでは資料１の２ページ目をご覧いただきたいと思います。こちらが住基ネットについての長野県

の基本的な考え方ということで、先ほど田中知事のあいさつの中でも触れさせていただいておりますペ

ーパーになります。 
 
不破会長： 

すみません。まず、この資料１なんですけれども、あて先が総務省の自治行政局長となっております

けれども、ちょっとその経緯についても教えていただけますか。 
 
吉澤市町村課長： 

すみません。実はこの７月の終わりに、知事名で総務省の自治行政局長あての文書で要請させていた

だいております。当日は、ここにおります企画局長、情報政策課長、私などでお伺いしまして、総務省

のほうは、市町村課の望月課長、山口住民台帳企画官、上仮屋本人確認情報保護専門官などにご対応い

ただいております。これが、本県の脆弱性調査結果を踏まえまして、今後、どのように対策を進めてい

くか、また総務省に対してどのようなことを要請していくかということを説明したものでございます。

ペーパーのほうでは中段に、「調査結果は別添のとおりですが」ということで、２月２９日に発表させ

ていただきました調査結果を、本日は付けてございませんが、それをお付けするかたちで報告させてい

ただいております。そこで、まとめとしましては、住基ネットの一部を構成する市町村ネットワークに

関しまして、パスワードやアクセス制限などの不適切な設定や、ＣＳのセキュリティホールの存在など、

いくつかの脆弱性が発見されました、と。市町村ネットワークにつきましては、本人確認情報にまして

センシティブな情報が多くあるということで、長野県では別紙のような考え方で、今後、市町村ネット

ワークのセキュリティ強化及び住基ネットの安全な運用を図っていく予定でございますということで、
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今、ちょっと説明を始めさせていただきました２ページの資料をお付けしたかたちで文章を持って行か

せていただいております。 
あと、直接的に総務省に対して要請したということは、一番下のパラグラフをご覧いただきたいと思

いますが、住基ネットに関しまして、総務省及び（財）地方自治情報センターが実施したセキュリティ

監査等、住基ネットの安全性に関する詳細な情報の書面による開示をお願いいたします、と。また、  

ＣＳ及びＣＳ端末へのセキュリティパッチの適用につきましても、早期に対応できる体制強化を併せて

お願いする次第です、ということで、これをお持ちしてございます。 
それにあたりまして、２ページ目をご覧いただきたいと思いますけれども、県の基本的な考え方とい

うものを６月の末にまとめさせていただきまして、県議会の総務委員会等でも説明をさせていただいて

おります。 
１の経過につきましては、皆様、ご存じのことですので詳しい説明は省略させていただきますけれど

も、第３パラグラフにございますように、昨年９月以降、県内の３町村で調査を実施させていただきま

して、先ほど申し上げましたような脆弱性が発見されたということでございまして、今後の方向としま

しては、２の方針のところに書いてございますようなかたちで進めさせていただきたいということです。 
リードの部分でございますけれども、個人情報の保護に最大限の配慮をしながら、電子自治体の基盤と

なる住基ネットがより安全に運営されるよう、以下の対策を進めてまいりたい、と。併せまして、パス

ポートの発給等、県の事務への住基ネット利用につきましても、検討した上で実施してまいりたいとい

うことでございます。 
まず（１）でございますが、着実に市町村ネットワークのセキュリティ強化のための研修等を実施し

てまいりたいということでございます。（２）は、本年度、特に全国的に進められておりますセキュリ

ティ監査を支援してまいりたいということでございます。３ページ目の（３）でございますが、県内に

電子自治体協議会というものを市町村等の加盟によりまして設置させていただいておりますけれども、

この中で、高速ネットワークワーキンググループ、セキュリティワーキンググループなどで、より安全

なネットワークシステムの具体化を進めたいということでございます。（４）が、本日ご審議をお願い

することになっておる事項でございますが、県の事務における住基ネット利用ということでございまし

て、現在、佐藤委員様と検討を進めさせていただいておりまして、今後、審議会に諮った上で年内の実

施を考えていきたいということでございます。本日の審議会は、その中の１つのステップとなってござ

います。（５）でございますけれども、総務省と地方自治情報センターに対して、本県が実施しました

調査結果についての説明を行い、ＣＳ及びＣＳ端末へのセキュリティパッチの早期適用のための体制強

化を要請するということで、これが先ほど冒頭申し上げました、先月の２７日の要請ということでござ

います。（６）でございますけれども、公的個人認証サービスにつきましても、下のほうに書いてござ

いますが、条例案と補正予算案につきましては６月の県議会で提案となっておりますが、その後議決さ

れておりまして、７月１２日からサービスを開始させていただいております。不破会長を中心に、審議

にご協力をいただきましてありがとうございました。（７）でございますが、地方自治情報センターと

いうものが「共同アウトソーシング・システム開発実証事業」というものを今年募りまして、県といた

しましては、高速ネットワークの整備、より安全な住基ネット第３次版ということで、これらのコンセ

プトが合うということで、提案を５月末に行わせていただいている状況でございます。 
次に、今までのことにつきまして、時系列的に４ページにどのようなことを実施してきたかというこ

との資料でございます。市町村に対しての関係でございますが、３月３日に調査結果等の説明を中南信

と東北信でそれぞれさせていただいております。同じく市町村に対しましては、５月２１日に市町村セ
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キュリティ研修会ということで、１３４名で開催させていただいております。あと、６月１７日に午前・

午後に分けまして、公的個人認証の担当者と住基ネットの担当者に対しまして、それぞれ研修会を実施

させていただいております。出席は約２００名でございました。あと、今後でございますけれども、点

線の下に、８月上旬と書いてございますが、８月２日から１３日に掛けまして、住基ネットに関するチ

ェックリストによる自己点検ということで実施させていただいておりまして、本年度の点検項目につき

ましては、「パスワード管理」というものが重要点検項目として実施されております。先ほど、電子自

治体協議会の関係を申し上げましたけれども、３月２５日から５月２４日、５月３１日、７月２日と、

これらにつきましても、それぞれセキュリティ対策のワーキンググループや高速ネットワークのワーキ

ンググループをそれぞれ開催させていただいております。以上でございます。 
 
不破会長： 

はい、ありがとうございます。 
これは要するに、昨年の８月にこの審議会で決めました住基ネットの安全策第１次から第４次までの

安全策、そのうちの第１次というのがインターネットとの接続の問題で、これはもう８月の時点でほぼ

対応は終わっていたということで、残りましたのが２次から４次の部分ということになりますけれども、

その２次から４次の部分、その中で、侵入実験で新たに庁内ＬＡＮの部分についても脆弱性が明らかに

なったので、それも加えたかたちで県が主体的に安全策を実施していこうという動きを今説明していた

だいたんだと思っておりますけれども、この電子自治体協議会というのは、市町村と県が対等の立場で

協議をする場だと思ってよろしいんでしょうか。 
 
吉澤市町村課長： 

結構でございます。 
 
不破会長： 

こういう住基ネットの安全策を話し合うのにふさわしい場であったという協議会があった。しかも、

そこにセキュリティ対策ワーキンググループというのがあって、まさにこの安全策の実施について協議

をする場ができていたと。そこに県が主体的に参加をして、安全策についての説明もさせていただき、

県の方針も示したというふうに思ってよろしいでしょうか。 
 
吉澤市町村課長： 

それで結構でございます。 
 
不破会長： 

その時に、各市町村からはどのような意見が出て、今どのようにこのワーキンググループで作業が行

われているか教えていただけませんか。 
 
阿部情報政策課長： 

それでは、情報政策課長の阿部のほうから説明させていただきます。 
まず、電子自治体協議会の関係ですけれども、先ほど不破会長からお話がございましたが、今、県も

もちろんですけれども１１７の市町村、それから１０の広域連合、そしてもう１つ自治振興組合という
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情報化をやっている組合で、１２９の団体で出来上がっているものでございまして、もともと情報化を

対等な立場で論議しようという会でございまして、この中で、特にセキュリティの関係が必要になって

きた中で安全策をワーキンググループ等で検討するという動きがございまして、こちらに記載したよう

に、非常に活発にやっていただいております。経過はここにスケジュールとしてまとめさせていただい

てございますけれども、まず２月２９日の調査結果を受けたあと、いろいろ紙ベース等の情報だったも

のですから、非常に市町村の皆さんも疑問点をお持ちだったものですから、そういったことをまず解決

するという目的で、結果として、事実としてあったことをお伝えするという意味で、それは市町村向け

の説明会ということで、吉田委員さんまでご足労いただいたわけですけれども、午前・午後に分けてや

ってまいりました。そういった中で、電子自治体協議会でより詳しい説明を求められましたものですか

ら、技術の担当もまいりまして、１つ１つ疑問点にお答えするかたちでやってきております。原則はそ

ういうことで、まず実験の内容等の詳しいことをやるということ。それから、加えて今の段階では実験

の様子が大体わかったものですから、次のステップとして、そのための対策ですね。特に庁内ＬＡＮの

脆弱性ということで、調査の結果としてご指摘いただいた点がございますから、その対応策をどうして

いったらいいかということに今来ておりまして、それは個々の市町村によっていろいろ状態も違います。

いろいろセキュリティのシステムも違いますし、予算の関係もあったりするものですから、可能な限り

情報を共有しながら、なおかつ市町村の状態に応じた対応ができるようにということを心掛けておりま

して、そういった意味でのざっくばらんな意見交換の場ということで今、進んでいる状況でございます。 
 
不破会長： 

具体的に県でこういうことを始めたとか、市町村の安全策のために始められたことというのは。 
 
阿部情報政策課長： 

一番は、根本は特にセキュリティの場合でしたらセキュリティポリシーとございますね。そのへんが、

実はまだ全部の市町村でポリシーもできていない状況でございました。長野県は１４年度にポリシーを

作りましたけれども、まずそういった基礎的な部分から固めようということで、セキュリティ指針とい

うものを、１つの基本となるようなモデルとなるようなものを検討いたしまして、これは７月２日にか

たちとしてまとまりましたものですから、それをすべての市町村の皆さんにお示しをして、そういった

ことを参考に、それぞれの市町村にあったセキュリティポリシーを作っていただいて、ポリシーを作る

だけではなくて、それに対応するポリシーを実施するための手順みたいなことも作っていだたくという

ことを始めてきております。それが一番根本でございます。 
 
不破会長： 

あと、先ほど対策という話があって、各市町村ごとにその対策が異なるのでというお話がありました

けれども、一部の市町村ではペネトレーションテストを独自にやられているところも出てきていると聞

いております。前も私ちょっと県にお願いしたのは、こういうことを小さな村なんかがやる時には、是

非、県が何らかの補助をするというような配慮もお考えいただければと思っております。そのペネトレ

ーションテストを年に一度とか半年に一度とか受けていけるような仕組みづくりというもの、財政的な

問題はあるのでしょうけれども、ご検討をいただければと思いますけれども。 
各委員さんのほうで、この県が今進めている住基ネットの安全策についてご意見等をいただきたいと

思いますけれども。中澤さん、いかがでしょうか。 
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中澤委員： 

まず県に確認をしておきたいんですが、この長野県の基本的な考え方というのを読ませていただきま

すと、これからは利用していこうということをうたっておられるわけですが、今回の脆弱性調査の結果

というのは前回の会議で出されているわけですが、それを受けて、今説明のあったような、市町村の説

明会も行われています。いずれにしましても、昨年からの動きを整理しますと、この審議会でインター

ネットと物理的に接続しているから危険だということで離脱を勧告した。それを受けるようなかたちで

侵入実験が行われた。その結果の報告が今年の２月２９日にあったということになる。その実験の結果

から、今回は基本的な考え方が示されて、利用していこうという格好にはなってきております。という

ことは、いわばインターネット接続の物理的危険性、それを実験して確かめるというようなことを経る

中で、現在の住基ネットについては県が利用をする、あるいは運用を継続する、それに耐えうると言い

ますか、そうしていってもいい安全性があるというふうに県としては判断したということでしょうか。

それを確認しておきたいと思います。 
 
不破会長： 

ちょっと１点、経緯だけご説明いたしますと、５月の段階でインターネットと接続しているところが

２０いくつあって、それについて危険性を指摘いたしました。そのあと６月、７月と県の情報政策課と

私どもとで各市町村を回りまして、危ないところは切ってほしいということで、２０いくつあった市町

村の中で本当に危ないところがいくつもあったわけなんですけれども、そこを重点的に切っていただい

て、８月に我々が安全策を示した時点で、インターネットからの接続の問題については、私の考えでは、

もう解決したと判断をして、８月の段階でそのことを私は申し上げていて、１１月の審議会でも１２月

の審議会でもそのことを申し上げて、その結果、侵入実験の目的は何だったのということをお聞きして

きております。８月の時点で、インターネットからの侵入の危険性というものはもう私は終わっていた

という理解があるんですけれども。 
 
中澤委員： 

不破先生はいつもそうおっしゃられるんですが、市町村はそういうふうに取ってないですから。今回

の実験というのは、審議会から提言されたことを受けて、その安全性を見るための実験だったというふ

うに取っていますので、そのことはともかく、ちょっと…、 
 
不破会長： 

それもなんか、審議会がやったかのように見られていて…、 
 
中澤委員： 

ちょっと離れていただいて、いずれにしろ、これから住基ネットを利用しようということをおっしゃ

られているわけですので、そのへんに関しては利用していってもいいんだという判断をされたというこ

とでしょうか、ということです。 
 
吉澤市町村課長： 

住基ネットに対する県の基本的な考え方につきましては、先ほど資料１で申し上げましたペーパーの
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１枚目のところに書いてあるということでご理解いただければありがたいんですけれども。要は、住基

ネットは全国を結んでいるものですので、そのＣＳを含む部分に、外に市町村の庁内ＬＡＮというのが

ございまして、その中に既存の住基サーバというのがあるわけですから、そういうものと全体としてと

らえた場合に、その庁内ＬＡＮの一部にまだ弱い部分があると。ですから、そこの部分につきましては、

今後セキュリティ対策を進めていきながら、あと我々が踏み込めない、要はＬＡＳＤＥＣ管理の部分と

いうことで、ＣＳより上の部分に対しましては、総務省に対して情報開示を求めるなり、さらにセキュ

リティパッチとか、そういうことを強化するということを求めながら進めていきたいということでござ

いまして、１００％安全云々ということで断定しているという状況ではないということです。 
 
中澤委員： 

現実に今使っていますので、要は使ってもいいと、そういう判断はしているということですね。 
 
吉澤市町村課長： 

県としましては、ざっくり言いますと、毎年住基ネットを運用するために今年は２億６，０００万ぐ

らいだと思いますけれども、予算を掛けておりますので、それをきちんと使いながら、ただし安全性は

十分に担保しながら進めていくというのが基本的な考え方でございます。 
 
中澤委員： 

はい、ありがとうございました。それからもう１点ですけれど、これに関して言いますと、この説明

会は各地で開かれ……、各地というか、先ほど言いましたような説明会が開かれるわけですが、その中

で、県の方々もご苦労されたとは思うんですが、市町村として一番不思議に思っていることがあるわけ

ですけれども。それは、特に不思議に思っているといいますか、市町村から強く「どうしてなんだ」と

いう意見が出されているところがある。それは、物理的接続があるから危険だという指摘、それに対し

て、今度県が考えているネットワークは、物理的には同じファイバーを使って論理的に３層分割してや

るんだと。そこが市町村、我々素人からしてみれば非常にわかりにくいところであります。物理的接続

があるから危険だと言われたことに対して、物理的には同じ線を使って論理分割するんだと。その中は

住基ネットもＬＧ－ＷＡＮも、あるいは一般のインターネットも中で流しましょうと。そういう説明で

すね。そのへんのわかりにくさがあって市町村の方からいろいろな質問が出ていますが、明快な答えは

なされていません。このへん、むしろネットワークの専門家の佐藤さんなりのお考えをちょっと聞かせ

ていただければうれしいなと思いますけれども。 
 
不破会長： 

そのような質問が市町村から協議会に出てきていると。それはその都度、県のほうできちんとご説明

をいただいていたり回答されているということではないんですか。 
 
阿部情報政策課長： 

今、中澤委員さんからご指摘があったのは、電子自治体協議会のセキュリティ部会等で具体的・専門

的な質問も出てきております。そして先ほどお話がありましたのは、県で出しました高速ネットワーク

の方針で、３層ぐらいのレイヤーを例示いたしまして、閉じたネットワークもあればオープンのものも

あるとご説明してきているんですけれども、一応その部分については、部会の中では質問は出て…、 
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中澤委員： 
高速ネットワークの部会では出ているんじゃないですか。 

 
阿部情報政策課長： 
高速ネットワークの部会もございまして、その中ではそういったものはしっかりと区分できていて安

全なのかという質問は出ておりますけれども、その場合には、それぞれのセキュリティの度合いによっ

て閉じたネットワークにするとか、暗号化をするとか、そういった処理をすることによって安全性が担

保できるんだという考え方を説明いたしまして、そこで理解はしていただいていると認識しております

けれども。 
 
中澤委員： 
私が出ていたところでは、そんなにすんなり理解されているとは私はとらえておりませんけれども。

結局、例えば庁内ＬＡＮも２系統に分離をさせましたよね。その後に、同じ線であっても論理分割され

ていればいいというような話になってきていますので、「これって、どういうふうにうちの町長に説明

したらいいの」というような質問が出されましたよね。 
 
阿部情報政策課長： 

直接部会に出た者もおりますので、よろしければ中谷から。 
 
情報政策課 中谷主任： 
補足させていただきます。まず、今、中澤委員さんご指摘の県の高速ネットワークの論理構成につき

ましては、セキュリティ対策ワーキングではなくて、高速ネットワーキングというところで話題になっ

ております。まず確認しておきたいのは、先ほど、１００％の安全はないという中で、インターネット

との接続というのは特に危険性が高いということで、緊急避難的に、ともかくそれは大きな危険性があ

るということで緊急避難的に切っていただくように助言をして回ったということです。その後、例えば

波田町――これは公開していいと思うんですが――、波田町のように一定以上の専門的な知識を持って

きちんと管理すれば、その時点では侵入に耐えたというような経過もありますので、そのネットワーク

の形だけをもってして○か×かというような判断をするというのは非常に難しいんです。しかも、もと

もと自治事務であるところに対して、県がこの形はいかんよというかたちで○×を付けるというのは非

常に難しい。そんな中で、より高度な管理を進めていくことによって安全性を高めましょうと。そのや

り方について指針にまとめましょうという話をしてきたところです。ですから、高速ネットワークの論

理構成につきましても、その形がいい悪いということだけでは判断できないと思います。１つには、デ

ータの出たり入ったりする口をＩＤＳ、ＩＤＰを利用することによって、県でネットワーク化すること

によって、セキュリティで守るべきところに効率的にコストを掛けられる、１２０団体がばらばらに掛

けるお金を１カ所にまとめてセキュリティに対するコストを掛けられるという、不破先生の３次案、４

次案に該当するご意見を参考にさせていただきまして考えていますので、その形だけでは判断できない

と思います。ただし、高速ネットワークの論理的分離につきましては、その後の検討で難しい部分があ

ります。例えば、住基ネットについては、それが認められない可能性があります。その後の検討状況、

まだここでオープンにはできないこともあるんですが、よりレイヤーの低いレベルで分離をするような
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方策を検討しておりまして、これについては、高速ネットワークワーキンググループに参加している市

町村も、まだ納得というか、結論を聞いてどう判断されたというところではなくて、まだ議論の途中だ

と考えていただきたいと思います。これにつきましては、例えば本当にまだ動いているところで、昨日

もその打ち合わせを夕方ずっとしていたような具合で、段々に形になりつつあります。そのことは各市

町村さんにまた情報提供して、ご判断いただいて、一緒に考えていきたいと考えております。 
 
不破会長： 

その意味では、各市町村の理解を得ながらというのはもちろんの話ですので、県で随時検討している

ことを市町村にもオープンにしながら、理解を得ながら進めていっていただきたいと思います。 
 
中澤委員： 

ありがとうございました。そういう意味では、前回、物理的接続があるから危険だと言われたことに

対して、物理的な同じ線を３つに分けて使うと。それで果たして安全なのかというのが素朴な疑問とし

て出されているということですので、中谷さんの説明で十分でございます。 
 
佐藤委員： 

コメントしていいですか。 
 
不破会長： 

はい。 
 
佐藤委員： 

物理的につながっているからだめだということをどういう背景のもとに言ったかということを理解

しないと、単に物理的につながっているからその接続形態が全部だめだと言っているわけではないわけ

で、物理的につながっていても、その接点のところの機械の安全性を相当強く確保することによって、

実は安全性は確保できる場合はあるわけです。ですから、住基ネット専用の線でなければいけないとい

う形で、ほかのネットワークとは分けなさいという形での考え方というのは、私は今の段階ではそれを

強く言う人はいないと思います。むしろ、論理的に使いながら、しかしいかにそれをうまく切り分ける

かという技術のところを、今、具体的に２層の話とか３層の話とかありました。上位に行けば行くほど、

もしかしたらお互いに侵入できてしまうかもしれないから段々に下に分けましょうと。一番１層まで来

て分けると、１層は物理的な線ですから、これを分けることになるわけですが、１層は一緒でも、つま

り光ファイバーとガラスの物理的なものは一緒でも、２層のところでネットワークを分ける。これは論

理的と言いますけれども、しかし３層のＩＰレベルからすれば、もう違う、まるっきり日本語と英語の

世界ですから、これはお互いに入っても意味がない、いわゆるネットワークの使い方になるわけです。

ですから、１層で必ずしも分けなければいけないかという議論ではなくて、２層、３層のどこまでのと

ころでネットワークを論理的に分けるかというのを個別に検討をしていく必要があるだろうと。それは

お金の問題も背景にしながら、県として一番安全性とコストを見ながら考えていく。そういう意味で、

今回、県域全体のネットワークをどうするかということを議論する中では、まるっきりネットワークご

との別々のネットではなくて、１層のところはシェアしながら、２層、３層のところで、どうそこを分

けながら安全性を確保していくかということを研究しているわけです。そのこと自体は方向としては私
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は間違ってないと思いますし、市町村の方が、県は物理的に分けろと言って、今度、高速ネットへ１層

のところを一緒にやっているから考え方変わったのかというのはちょっと短絡的といいますか。物理的

というのは、例えばインターネットと庁内ＬＡＮがつながっていると。同じ２層のレベルで、ＩＰ層で

つながっていると。これは問題ですよね。そういう物理的な接続はだめなんですよ。お互いに入ってし

まいますから。この２層という意味において。それも、物理的につながっていますよね。間にルータが

入ってつながってくる。そういう接続はだめだと思うんですけれども、しかし間に入るところをちゃん

と交通整理をして、違う次元のネットとして論理的に分けられるような仕掛けになったものまで、１層

までとらえると、物理的という意味においては、シェアしていますから同じですけれども、しかし２層

以上は違うというところ。住基ネットはもしかしたら２層で分けなさいと。３層ではだめだ。２層なら

いいかもしれないという考え方もあるし、２．５層なんていう新しい層もあるんですよ。どこでやるか

はもう少し研究をしていく必要があるかと思いますけれども。 
 
不破会長： 
よろしいですかね。いずれにしろ、市町村の理解を得なければ、これはできない話ですので、技術的

な部分も市町村ときちんと話をした上で、理解を得ながら進めていきたいと思っておりますので、この

部分に関して何ら隠すことも何もないわけですし、県は考えていることを、こういうふうに我々は考え

ているんだと。市町村は市町村で、専門家の方もおられるし、過去にこういうふうに言われたというこ

とでこだわっておられるところもあるでしょうし、そういうところは、お互いに意見をきちんと述べ合

って、理解を得ていく努力というのが双方で必要ではないかなと思いますけれども。 
 
中澤委員： 
市町村はいずれにしろ、物理的に分ける必要はないっていうお話ですけれども、その時は分けろと言

われて分けているわけですよ、現実には。 
 
不破会長： 
はい。では吉田さん、いかがですか。 

 
吉田委員： 
実験後、県で活動いただいている内容というのは、こういう形で見えるようになってきて、それはあ

りがたいなと思っています。ただ１つ、この審議会の中で、県からもご努力されて進んでいく行為の中

で、先ほどのお話ありました。○か×かというふうにお受け止めをされる市町村が出ると、これはやっ

ぱり問題になろうかと思っております。いわば、今時点、できるだけ安全な対策というのを県のほうで

一生懸命考えられて、このようにするべきではないでしょうかというご提案がされると。その後、ネッ

トワークの状況やセキュリティのレベル、安全対策というのは、どんどん日々変わっていくわけですか

ら、日々運用の中で、これでいいだろうということで運用を始められたあとであっても、半年後や１年

後になると、とてもこの運用コストを掛けてやるには大変なんだということを考えて、そういうことに

悩んでいらっしゃるような市町村も出てくるのではないかと思います。その時に、どういった対策をも

って運用していくことが大事なのかということのご相談ができるような関係を、私どもたちのこの審議

会の提案の中から読み取っていただければ非常にありがたいなと思っております。要は、県が安全を担

保するという言葉がありましたけれども、安全はできるだけ担保できるように検討をするためにコスト
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を掛けられるのであって、１００％の安全を担保することを宣言されるわけでは決してないという意味

で、市町村の方は、内容をいかに読み取っていただけるかということが非常に大事なことだろうと思い

ます。これは、もうどなたもそうですね。国が○というから○なんだという話では決してない。市町村

さんが運用をやっていく中で、いかに運用というものをとらえていくかというところを読み取っていた

だく必要があるだろうと認識しております。 
 
不破会長： 
その意味では、長野県がそのことを手助けしていくという努力も必要だと思います。そのための手助

けをしていく場として電子自治体協議会のセキュリティ対策ワーキングというのが、大変好都合なワー

キンググループがあったということで、そこで是非忌憚のない意見を述べていただきながら、県もでき

るだけの市町村への手助けをしていく。理解をしなければいけないというのは当たり前なんですけれど

も、理解をするためにも県がどんどん情報を出していく。また、いろいろな質問にも丁寧に答えていく

という努力が必要だと思いますので、そのこともよろしくお願いいたします。清水さん。 
 
清水委員： 
この間、県のほうで随分努力していただいたと思うんですけれども、不破さんも冒頭におっしゃった

ように、このネットワークの議論では、県と市町村というのが上下関係では絶対まずいわけで、県が指

示して何かやらせるということでもなければ、市町村の側も県に判断をしてもらって自分は言われたと

おりやればいいということでもまずいと思います。県のほうが確かにいろいろと調査する人的スタッフ

の面などからできる面はあるんでしょうけれども、やっぱりあくまでも市町村が責任を負っていかなけ

ればいけないネットワークだということを考えて、一律的な指導というよりも、個別の事情をよく考え

てあげた上で、県としてどこまでサポートできるかという姿勢で臨んでいただきたいと思います。標準

的なものを出して、これで全市町村やってくださいということになると、それにうまく当てはまる自治

体はいいでしょうけれども、そこから随分離れたところになると、そこを無理にやろうとした時に、や

はり人的、コスト面、さまざまな面で無理が出てくることもあろうかと思いますので。しかし法的な問

題としてはやはり最終的には市町村、各市町村がそこで問題が起これば市町村の責任になりますから、

県のほうも、うちの言うとおりにやれということではなくて、各市町村が責任を持って管理ができるよ

うに県として何ができるか、どこまでできるかという形で、各市町村のことを考えて取り組んでいただ

きたいと思います。ますます仕事が大変になるかと思いますけれども、各市町村が望んでいるのはまさ

にそういうサポートだと思いますので、大きな市に合わせたことを小さな町や村に同じようにやれと言

っても必ずしもできませんので、そういう配慮もお願いしたいと思います。 
それから質問なんですけれども、今、報告していただいた住基ネットについて長野県の基本的な考え

方の（５）のところで、総務省と地方自治情報センターに対してというものがあるんですけれども、こ

こで「ＣＳ、ＣＳ端末へのセキュリティパッチ早期適用のための体制強化を要請する」とありますが、

これはしたという理解ですよね。 
 
吉澤市町村課長： 
そうです。 
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清水委員： 
これに対してはどんな返事をそれぞれからいただいているんですか。 

 
吉澤市町村課長： 
まず、県としましては２つお願いしているんですが、「総務省及び地方自治情報センターが実施して

いるセキュリティ監査等の詳細な情報の書面による開示」につきましては、総務省の理解は、品川区で

のペネトレーションテストの結果等を、そのネットワーク構成やどこの機器に攻撃を加えたかなど、先

方としては一応ぎりぎりまで公開しているという認識というのがこの時の答えでございました。それと

今、清水委員さんがご指摘されました、「ＣＳ及びＣＳ端末へのセキュリティパッチ適用についても、

早期に対応できる体制強化」ということにつきましては、既に共通認識として取り組んでいるというの

が総務省の答えでございました。 
 
清水委員： 
つまり、去年のブラスター問題の時ですか、実際に問題が起こった時と地方自治情報センターのほう

から各自治体にパッチをあてることについての指示が出た時とで、タイムラグがかなりありましたよね。

ああいったやり方ですと、ほかのところでいくらきちんとした対応をしても意味がなくなってしまいま

す。この指摘は私はとてもいい指摘だと思います。実際的な対策について具体的な方針を出して、それ

を全国の市町村が実施するというふうに持っていかないとまずいのではないかと思うので、是非、重ね

てここはさらに突っ込んでいただきたいと思いますが、いかがですか。 
 
吉澤市町村課長： 
それは、そのようなかたちで取り組んでまいりたいと思いますので。 

 
清水委員： 
では、さらに総務省、ＬＡＳＤＥＣとお話を詰めていただくという理解でよろしいですか。 

 
吉澤市町村課長： 
実は先方からも、長野県の侵入実験についてもう少し詳しいことも聞きたいというようなこともあり

まして、いろいろ話をさせていただきたいというのも先方の意向でありますので、その点につきまして

は、こちらの要望といいますか申し上げたいことにつきましても同じような形でやっていきたいと思っ

ております。 
 
清水委員： 
わかりました。では、その経過もこの審議会にご報告いただくということでよろしいですか。 

 
吉澤市町村課長： 
はい、そのようにいたします。 

 
清水委員： 
そのあとの後段なんですが、「今回の調査対象としなかった都道府県ネットワーク及び全国ネットワ
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ークに係る安全性についての情報開示を求めていく」ということの意味なんですけれども、これはどう

いう意味なんですか。つまり、既に何かやっていることについて情報開示を県として求めているのか、

あるいは現在進行形、これからやることについて、どんなことについての開示を求めるのかというのが

ちょっとわからないんですが、まずそれを教えてください。 
 
吉澤市町村課長： 
ＣＳより上位の部分につきましては、昨年９月の侵入実験でも入り得ないというところで、県として

は手が出し得ないところでございましたので、その先につきましての具体的な内容についてどのように

されているかを情報公開してもらいたいというのが、ここに書きました趣旨でございます。 
 
清水委員： 
だとすると、いわゆる情報公開ではなくて、住基ネットを管理している一組織、一団体である長野県

として、その実情を詳しく知りたいということでしょうかね。情報公開となると、公表なりさらに一般

への公開ということもその延長としてあるわけですけれども、いわゆる国民一般に対して出すというこ

とではなくて、まずネットワークの一責任を担っている長野県として総務省、ＬＡＳＤＥＣに対して他

の都道府県のネットワークは安全面はどうなっているのかと、そちらで把握しているものについて、と

りあえず教えてくれないか、ということですかね。 
 
吉澤市町村課長： 
県内の市町村の状況につきましては、昨年３つの団体でご協力いただきましたので、こちらとして責

任を持った部分で実験をさせていただいたわけでございますので、それができ得ない部分についてとい

うことです。今、委員さんがおっしゃったとおりでございます。 
 
清水委員： 
はい。これについては今、どういう進行状況になっていますか。 

 
吉澤市町村課長： 
これについては、まだ明示的な進行というのはまだない状況でございます。 

 
清水委員： 
ゆっくりやっていていい問題だと思いませんので。長野県が苦労しながらあれだけの成果を上げたわ

けですから、是非、全国にも問題意識を持ってもらう意味でも全体的な安全レベルを高めないと意味が

ありませんから、その情報開示というのはその第一歩になるかと思いますので、是非、進めていただけ

ればと思います。 
 
吉澤市町村課長： 
わかりました。 

 
不破会長： 
佐藤委員さん、先ほどのに付け加えてありましたら。 
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佐藤委員： 
もう時間もあれですから、私は市町村のセキュリティ対策を具体的にどうするかに関しては、今回、

これからあとでご報告しますけれども、県の利用に関しての安全性対策として、いくつか現実に市町村

でやっていないことを盛り込みましたから、そういうことが今度は現場サイド、市町村でも同じような

ことをやっていったほうがいいと思っていますので、そのあたりを継続しながら、より現場のレベルを

上げるために…、国はここまでの指針だけれど、県はさらにそれ以上にここまでやった、やるという今

予定なんですけれども、それが汎用的であれば市町村のほうでも同じような対応というものを取るとい

うことも検討…、コストとかいろいろな全体のバランスを見ながらの話になります。それは各論をこの

あとでまた申し上げたいと思います。 
 
不破会長： 
櫻井委員さん。 

 
櫻井委員： 
私はちょっとあとの問題とも重なってくる利用状況とか、コストのことをお聞きしたいと思いますが、

それは後ほどで結構だと思います。 
 
不破会長： 
今はよろしいですか。はい、ありがとうございます。 
では、このことにつきましては以上で、今後とも県として安全対策というものを進めていく。特に先

ほどの３ページ目の（７）の部分というのは、安全策の第３次版、共同アウトソーシングの部分にかか

わる部分で、これについても県は具体的な検討を、これは複数の市町村も一緒になって始めておられる

ということだと受け取っておりますので、よろしくお願いいたします。 
それでは次に審議事項の２番目、「公的個人認証サービス」について。事務局から報告をお願いしま

す。 
 
阿部情報政策課長： 
知事のあいさつの中にもございましたけれども、昨年の１１月６日に本審議会に公的個人認証の関係

の検証をご依頼申し上げてから何回にもわたってお忙しい中ご審議いただいたことを、まず御礼申し上

げておきます。 
経過として、１１月６日以降の検証の中で結果が出たということで、今年の４月８日に不破会長さん

からご報告をいただいたところでございます。記載してございますように、総項目で１０８の項目につ

いて検証をいただきまして、Ａとして「安全であることが確認されたもの」が９９、Ｂとして「運用状

況により確認が必要なもの」が４項目、Ｃとして「長野県独自の対策・支援により安全が保たれるもの」

が５項目、それからＤとして「安全性が確認できていないもの」がゼロというようなことでご報告をい

ただいたところでございます。この１０８項目についての審議会の検討結果につきましては、県下の市

町村はもとより総務省や他の都道府県にも情報提供してきたところでございます。そして長野県といた

しましては、この審議検証結果を尊重させていただきまして、市町村と協議の上、対策・支援を具現化

してきたところでございます。 
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具体的には、特にＢとＣに関しましては、委員の皆様にも文章ではご報告してあるんですけれども、

今日はちょっとお時間をいただきまして、その後、どんなことを講じたかということを説明させていた

だきたいと思います。特にＢの「運用状況により確認が必要なもの」というのは４項目ございましたけ

れども、１つとして都道府県認証局とブリッジ認証局の独立性というようなご指摘をいただきまして、

こちらのほうは、運用開始時に県が立ち入り検査ということで、過日６月２８日に３名の職員がＬＡＳ

ＣＯＭのサービスセンターのほうへ出向きまして、立ち入り検査で確認させてきていただいております。

それから、公的個人認証サービスの都道府県協議会が行う外部監査結果の確認ということで、こちらの

ほうも申し入れをいたしまして、今の情報ですと、この８月から来年の１月に掛けて外部監査を実施し

まして、来年２月ごろに報告書が出るという情報を得ております。こういったものをまた注視していき

たいというふうに考えております。 
それから２番目、３番目は、いろいろブリッジ認証等のＳＬＡ（サービス・レベル・アグリーメント）

の締結という格好でご指摘いただいたわけなんですけれども、こちらもご助言いただいた内容を、協議

会を通じて１２月１５日に要望をしておりまして、損害賠償という項目がなかったわけですけれども、

これを新たに規定していただいております。１６年の１月１３日に加わりました。それから、サービス

の可用性ということで、万が一のことがあった時の復旧のための時間とか、そういったものを設けるべ

きではないかというご指摘をいただきまして、このへんも現在も継続的に要望を続けているところでご

ざいます。それから、国レベルでの費用対効果というのはこういった視点もというのがございましたが、

これに関しましては本制度だけではちょっと論じることができないということで、それぞれ電子申請等

を行うシステムを構築する主体――国、県、市町村――がそれぞれの立場でその時点で検討をしていく

ことが必要ではないかというふうに整理をさせていただきました。 
それからＣの関係で、長野県独自の対策や支援により安全が保たれるということで５項目、ご指摘を

いただいきました。１点目が、市町村における本人確認ということですが、これは実際に住民の皆さん

がお見えになった時の確認ということで、具体的に窓口の職員を複数にしたらどうかというご指摘をい

ただきまして、このへんも市町村と協議をいたしまして、長野県の認証運用規程という中に、既に５月

１１日に規定をさせていただいてございます。それからＩＣカードの安全性は、これは安全性の技術基

準があるんですけれども、いわゆる仕様書だけでの安全基準のような形になっているものですから、こ

のへんのご指摘に対しましては、これは住民基本台帳ネットワークシステム推進協議会と関連するもの

ですから、市町村課を通じて要望をいたしまして、国のほうは５月２８日現在では前向きに検討を始め

ているという回答を得ております。それから運用規程のパブリックコメントということで、制度を県民

の皆さんに周知すべきだというご指摘をいただきまして、ホームページでは６月１０日、それから市町

村の説明会というのを４月２７日と６月１７日の２回にわたって行っております。ホームページでも県

民の皆さんからの意見とか質問もお寄せいただくような、そういう形にしてございます。それから市町

村の窓口の機器のパッチあての関係でございますけれども、これは市町村がパッチあてに関してもいろ

いろな知識が乏しいというようなお話があったり、本来はＬＡＳＣＯＭ等に問い合わせをしてもいいん

ですけれども、ちょっと聞きにくいというような声がございましたものですから、県の情報政策課の中

に県独自のヘルプデスクを設置させていただきまして、電話で受け付けをしております。６月４日に設

置いたしまして、７月末まで２２件ほどお問い合わせをいただいて対応をさせていただいております。 
それから最後に、市町村の窓口端末の操作者の認証方法ということで、現行はＩＤパスワード方式とい

うのをやっているんですけれども、より安全な指紋認証方式等はどうかということをご指摘いただきま

して、このへんも５月１７日に都道府県協議会を通じて要望を行ってきております。 
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このように、一応ＢとＣの項目に関しましても、ご指導をいただいた中で対策、支援策を市町村と協

議をして具現化しながら、一定の方向が出てきたところで、先ほど申し上げた６月の県議会にスタート

のために必要な条例案と補正予算案を提案いたしまして、７月２日に採択をいただいたということでご

ざいます。そして翌々週の７月１２日の月曜日から、長野県においてもサービスを開始したという状況

でございます。 
それから２ページのところに、その後の利用状況ということで資料を付けさせていただいてございま

すが、８月６日現在で県内市町村で１０３枚交付になっております。松本市が１３枚、長野市、飯田市

が１２枚というようなことで、記載のような申請、発行状況になっております。ちなみに全国ベースも

問い合わせたんですけれども、全国では１月２９日のスタートから８月６日までで３万９，４８８枚の

交付というような情報を得ております。 
それから３ページに参考で付けさせていただいたんですが、実は公的個人認証制度が始まった中でシ

ステムの障害が起こったという情報がございました。これは、自治体衛星通信機構（ＬＡＳＣＯＭ）の

ほうからの間接的な情報ということなんですけれども参考に付けてございます。この５月２６日から７

月２６日までの間に新規に発行され、その間に住所変更等のため失効となる一部の電子証明書２６件に

ついて、システム障害のため失効処理が行われていませんでした。現在は復旧し、失効処理が完了して

おります、と。今回の障害で影響が及ぶ可能性がある署名検証者に対して確認を依頼したところです。

皆様にはご迷惑をおかけいたしました、再発防止に努めます、というようなことで、これがポータルサ

イトに掲載されました。実際の中身は下のほうにＬＡＳＣＯＭの利用として付けてございますけれども、

右側の指定認証機関がＬＡＳＣＯＭ、それから指定情報処理機関がＬＡＳＤＥＣになるわけですけれど

も、住民の方が電子証明書を交付申請にまいりまして、その時に使われました基本４情報というものが、

右側のＬＡＳＣＯＭ側からＬＡＳＤＥＣのほうに通知をするようになっていたんですが、この情報が行

かない状態になっていたということでございます。この期間に約９千数百枚の電子証明書の発行があっ

たわけですけれども、その間に１回電子証明書を出されてから住所変更をなさった方、本来でしたらも

う失効になるわけですけれども、その該当の方が２６件あったということでございます。詳しいことは

説明会であったんですけれども、どうして発覚したかというお話を聞いたところが、この５月２６日か

ら７月２６日の間に基本４情報に変更、つまり住所変更等があった利用者の方が、異動をされて新たな

電子証明書の発行申請を行った際に、有効な電子証明書がまだ存在しているということで、二重交付に

なりそうになったということで、この事実がわかったということらしいんです。このくらいの情報しか

なくて恐縮なんですが、８月３日に都道府県担当を集めた説明がございましたけれども、非常によくわ

かりにくい説明になっております。それから、もう１つは危機管理ですね。こういった事象が起きた時

の対応として、いろいろ情報の伝達においてなかなか不十分な点もございまして、そのへんのところは

長野県のみならずほかの県からも声が出まして、現在、誰がこの復旧をしたということを確認したり、

今後の対応をどうしていくのか、あるいは損害賠償等も出てくると思うんですけれども、そのへんが非

常にスローに進んでいるというんですか、わかりにくい部分がございまして、各県とも連絡を取りなが

ら早急に検討して公表いただくように強く申し入れをしているような状況でございます。公的個人認証

の関係は以上でございます。 
 
不破会長： 
はい。最後の点、もう一度確認なんですけれども、機器の異常に気が付いたのは利用者から問い合わ

せがあったから気が付いたということですか。 
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阿部情報政策課長： 
詳細は聞いてないんですけれども、県の担当者からそういったことについての問い合わせがＬＡＳＣ

ＯＭにあったというふうに聞いております。そのへんまでしか情報は開示されていないものですから。 
 
不破会長： 
はい、わかりました。 

 
清水委員： 
一言いいですか。これは報告を受けないからではなくて、それこそきちんと正確に把握をして、問題

の発生原因を早急に調べないと、あちこちでこんな問題が起こったら、せっかく新しい制度を作っても

台無しじゃないですか。私、個人の住基ネットに対する考え方はともかくとして、全国の自治体が進め

ていく制度で、何が原因でこういうことが起こったのかも重要だし、どういうことがきっかけでわかっ

たかということもすごく重要なことで、外部の人から言われないとこういうことがわからないような仕

組みであれば、そこも改善しなければいけないわけなのに、それをどこが考えていてどんなことを検討

しているかも、どの県も知らないというのは非常に問題じゃないかと思います。これは答え待ちではな

くて、是非、長野県側から LASCOM に迫って、この事件の発生原因や問題発覚の経過から含めて経過

を全部把握し、今後の対策をどうするかということを早急に決める必要があるのではないかと思います

けれども。 
 
不破会長： 
是非、その点はお願いいたします。また、報告をお願いいたします。公的個人認証サービスにつきま

しては以上なんですけれども、ご意見等ありましたら発言をお願いしたいんですけれども。よろしいで

すかね。こういう形で今、始まったと。ただ始めるわけではなくて、独自の安全策をやりながら。ただ、

ここに書かれています安全策も一部はやったというものもありますけれども、一部は提案をしたとか、

要望をしているという段階のものもありますので、それは今後ともどうなったかというのを報告をいた

だきたいと思います。 
 
佐藤委員： 
１点だけいいですか。長野県で１０３件、全国で３万９，０００余ということなんですが、これは電

子証明書を発行した数でありまして、実際にその人が自宅で何の用途で、どういう申請の時にこの電子

証明書を付けて利用したかということのほうが、実はこれからは意味があるわけです。まだそういう事

例があまり上がってきていないのか、国が把握していないのか、順次出てくると思いますので、継続し

てそういう情報を国のほうで出すような依頼をお願いしたいと思います。 
 
不破会長： 
はい、お願いいたします。それではこの問題は以上でよろしいでしょうか。 
それでは時間の都合もございますので、次の審議事項３、県の旅券事務における住基ネットの利用に

ついての審議に移らせていただきたいと思います。このことにつきましては、前回の審議会で、これは

パスポート発行に関する事務で住基ネットの利用を、ということで、県から我々のほうにその安全策に
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ついての検討ということで要望がありまして、前回の審議会で佐藤委員さんにそのことをお願いをした

ところであります。では、このことにつきまして、まず事務局のほうから説明をお願いいたします。 
 
吉澤市町村課長： 
それでは資料３によりましてご説明したいと思います。まず１の「現状及び経過」というところです

が、平成１４年１２月に住民基本台帳法が改正されまして、現在３２法律の６８事務で利用することが

可能という状況になってございます。本県は現在のところ利用しておりませんけれども、パスポートの

関係につきましては、本県を除きます４６都道府県で実施されているということでございまして、特に

市長会等から県に対して早急に実施するような要請がなされております。３つ目につきまして、先ほど

会長さんからご説明いただいたとおり、佐藤委員さんに具体的なセキュリティ対策の協力をお願いして

おりまして、その下に書いてございますように、今まで、３月、５月、７月、８月と４回、ご協力をい

ただいております。どうもありがとうございます。２の「事業内容」でございますけれども、以下（１）

（２）に書いているような方法によりまして、住基ネットシステムの情報を利用して旅券のパスポート

の発給申請における住民票の添付というものを省略したらいかがかと考えてございます。まず（１）で

ございますけれども、現在県のパスポート発給につきましては、そこに地方事務所と書いてございます

けれども、これが県内１０カ所ございます。広域市町村県単位に地方事務所というのがございまして、

こちらの生活環境課というところで実際は事務を扱っております。その中で各地方事務所に住基ネット

の端末機を１台ずつ配備したらいかがかということで、台数としましては１０台ということになります。

（２）でございますけれども、技術的な対策としましては、主なものとしてはそこに書いてある４つで

ございます。それと併せまして、運用面の対策というものも実施させていただきまして、本人確認情報

の十全の保護を図ってまいりたいと考えております。技術的対策で簡単に申し上げますと、１つは、県

の住基システムサーバとパスポートの実際に現場で使う業務端末の通信につきましては、暗号化した通

信経路を設けて行いたい。２つ目ですけれども、業務端末というものがわかってしまうといけないとい

うことで、ステルス化していきたい。３つ目でございますけれども、業務端末の使用にあたりましては、

指紋認証などによるアクセス制御を行ってまいりたい。４つ目でございますが、業務端末の運用支援ソ

フトというものによりまして、ソフトウェア資源の一元管理を図っていったらどうかという、この大き

な４つの技術的な対策を考えてございます。 
３番目の「事業効果」でございますが、大きく言いまして（１）（２）の２つが考えられるのではな

いかということです。まず（１）ですが、先ほど申し上げましたように、パスポート申請時に現在は住

民票の写しというものを付けていただいておりますけれども、住民の方から見ますと３００円というこ

とで手数料を払っていただいておりますので、これらが不要となりますので金銭的負担が軽減される。

２つ目でございますけれども、かっこ内にありますが、特に更新の手続きの場合に戸籍抄本というもの

の添付が必要ございませんので、そういった意味では、市町村役場に行くことが必要なくなりますので、

時間的・労力的な負担の軽減で住民の利便性の向上にも役立つのではないかということでございます。

この点に関しましては、次の２ページ目、３ページ目で試算というものを付けさせていただいておりま

すので、簡単に説明させていただきます。この費用対効果の試算につきましては、大前提としましては、

昨年１１月、１２月、今年の２月と、３回のこの審議会におきまして試算をさせていただいたものをベ

ースとさせていただいております。 
まず、行政側のメリットがどうなるかということですが、１ですが、窓口業務の削減ということで、

実際に写しの交付ということが必要なくなりますので、それらにつきましては県内全体で約２，３００
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時間に少し欠ける時間、２，２８８時間余を想定させていただきまして、これを市町村の職員の時給で

かけると４５９万円がプラスになる。２つ目でございますが、そうは言いましても、手数料ということ

で現在３００円ずつをいただいておりますので、これが県内の実績としましては約４万件ございますの

で、これが減ってしまうということで、マイナス１，２００万。３ですが、今度は市町村で住民票の交

付をする代わりに県のほうで検索するということになりますので、それについて県の事務の時間が増加

するということがございます。想定では１件あたり３分と想定させていただきまして、市町村職員時給

を準用させていただいております。昨年４月のラスパイレス指数でいきますと、県職員は９５．８、県

内市町村は９６．５とほぼ同じですので準用させていただいて計算させていただきましたが、４０１万

円のマイナスということで、行政側のメリットを計算させていただきますとマイナス１，１４２万円と、

これは単年度ベースでございます。 
次に住民側のメリットを試算させていただきました。まず、新規でパスポートを取っていただく場合

には戸籍抄本と住民票の写しは両方必要ですが、更新の場合は戸籍抄本の添付は不要になりますので、

この割合を、実績から７．８％ということで、件数で３，１２０件となります。それと、特に都市化さ

れた地域に多いんですけれども、２つ目のポツですが、住所地と本籍地が違う方という割合がかなりあ

るのではないかということで、想定としましては、人口３万人以上を半分程度、３万人未満は２割程度

が違うのではないかということで想定させていただきました。これらの方々にとりましては、住民票の

写しが省略されれば地元の役場へ行く必要がなくなりますので、これらの割合を計算いたしますと、４

万件の中では１万４，６５５件という試算になります。そうなりますと、役場に行く必要がなくなる方々

の合計数字は１の２行目に書いてあるかっこ内を足しますと１万７，７７５件になりますので、これら

をベースにしまして、まず時間の短縮を計算しますと、そこにあります２，０８０万円がプラスとなる。

次、２番目でございますが、役場に行く交通費ということでお金が掛かっておりますので、それら窓口

までの往復交通費につきましては３９５円ということで計算させていただきまして、これが７０２万円

のプラス。次に、３ページへまいりますけれども、３で手数料の節減というようなことで、住民の方か

ら見ますと支払う必要がなくなりますので、１，２００万円のプラスということでして、住民の方から

見ますと、合計しますと３，９８２万円というような形になります。それで単年度ベースの県内の行政

と住民のメリット・デメリットを足しますと、そこにありますように２，８４０万円ということになり

ます。あと、県の経費を比較する関係で５カ年で計算しますと１億４，２００万円というのがひとつの

数になります。もう一方ですが、旅券事務で住基ネット利用を図る場合の県の経費というものを、今、

暫定的に計算させていただいたんですが、そこにありますように、５年間のリース契約を前提として 

２，７００万円と試算させていただいておりますので、今言った、行政住民側のメリットと県の経費を

差し引きますと、５年間で１億１，５００万円のプラスというような形で試算をさせていただいており

ます。下の参考は、基礎数値になってございまして、これらにつきましては注の欄に書いてございます

ように、本年２月の試算と同じものを使用させていただいております。 
恐縮でございますけれども、また１ページのほうにお戻りいただきたいと思います。県としましては、

費用対効果が今のようなかたちでメリットが大というような形になりましたので、事業効果も記載のと

おり考えさせていただいております。 
４のセキュリティ対策ですが、これは後ほど詳しく説明させていただきます。５ですけれども、もし

本日の審議会で基本的なご了解というものが得られた場合ということでございますけれども、県といた

しましては、９月下旬に９月議会というのがございますので、そちらに関連の補正予算を提出させてい

ただきまして、もし議決をいただければ、その後１０月から１２月中旬に掛けまして機器の導入という
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ものをさせていただきたい。機器が入ったところで担当者の研修、あるいはそれができたところで審議

会委員の安全性の確認というものをもう一度やっていただければと考えてございます。最終的には、審

議会をもう一度開催させていただきまして、そちらで安全性の確認をしていただいた内容につきまして

のご報告をしていただいて、お認めいただいて、来年から利用開始というような形ができればと考えて

ございます。説明は以上でございます。 
 
不破会長： 
はい。ここまでのところでご発言等ありましたら。櫻井さん、先ほどありましたね。 

 
櫻井委員： 
今、テロの影響もあって、パスポートを世界中でどういうふうにより安全性を確保するものにしよう

かというので、非常に大きく変わりつつあると思うんですね。ですから、日本のシステムそのものも  

ＩＣ化していくというふうな方向にいくのではないかという見方ができるわけです。また、それはそれ

で別の問題を含んではいるんですけれども、今、ここの説明を聞きますと、長野県を除くほかの都道府

県で行っているから長野県下の市町村から早急に長野でも実施してほしいという要請がある、とここに

書かれてありますけれども、これは実際に住民の方の要望なんでしょうか。それとも、例えば首長さん

あたりからの、「うちもやったほうがいいんじゃないか」という要望なんでしょうか。住民の方の要望

が具体的に上がっているんでしたら、それをちょっと聞きたいと思います。それから、ここにいろいろ

数字で出していただきまして、経済的にはメリットがあるということですけれども、これは、このこと

に関するコストだけですよね。例えば、先ほどの説明で、長野県は住基ネット関係で１年間に２億６千

万円使っているというふうな数字が確か冒頭であったと思うんですけれども、そのへんの費用配分とい

いますか、全体のシステム構築、それから維持費、セキュリティを高めるためのその都度その都度のコ

ストなどを入れるとどういうふうに変わるのかなという疑問もちょっとあるんですけれども。 
 
吉澤市町村課長： 
まず１点目の住民のご要望というお話でございますけれども、私どものところでは、直接聞いており

ますのは市長会ですとか、あるいは町村会の懇談会の席上とか、そういう形でお聞きしておりまして、

特に市長会さんのほうからは、住民の利便性の向上を図っていただきたいということで、この県利用を

進めていただきたいということで承っております。 
 
合木国際課長： 
国際課長の合木と申します。住民の方からご要望というお話なんですけれども、私ども窓口の職員か

ら間接的に聞いておるんですけれども、中にはやはり住民がカードをお取りになって、これがあるから

住民票はいらないんじゃないかというようなことで、申請の際にそういうふうにおっしゃる方がいらっ

しゃいます。数的に全体を把握しているわけではないんですけれども、だんだんほかの県が導入してい

るというようなこともございまして、要望としてはこちらで承っております。それと今、市町村課長か

らも話ありましたとおり、市町村の首長さんからも電子化というような流れの中で長野県だけちょっと

遅れているのではないかというような苦情と申しますか、そういったご要望は私どものほうにも寄せら

れております。 
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櫻井委員： 
同じ電子化でも、今ここで検討されている電子化と国際的に論議されている電子化というのは、また

違うだろうというふうに思うんですよ。確かに住民の方からそのような要望があるのかもしれませんけ

れども、例えば、住基カードの普及率そのものを見ましても、要望があると言っても、その要望という

のは本当に微々たるもので、この後ろのほうにも数字が出ていたと思いますけれども、人口比で言えば、

０．２～０．３％であると。１％の５分の１でしかないわけですね。総務省は当初、初年度で３００万

枚、全国でという目標を掲げておりましたけれども、これは毎日新聞の調査で２５万枚しか出ていない

んですね。とてもこの住基ネットが、今、あなたがおっしゃったような、住民の利便性ということを向

上させるという意味で、実質的な効果はないというふうに私は思うんですね。ですから、このパスポー

トの件に関しても、ほかの県がやっているからとか、首長さんから住民の利便性という要望があるから

ということだけでは、このままいっていいものであるかどうかということの判断にはならないと思いま

すが、いかがでしょうか。ここにいろいろと何千万円、１年間にしてメリットがありますとおっしゃる

けれども、この数字をこのまま受け取るわけにはいきませんよ。これをサポートするシステムとしての

コスト全体を考えたり、これからどのくらいの普及率があるのかという将来の展望性を考えたりするの

がこの長野県の審議会の役割のひとつではないんでしょうか。 
 
不破会長： 
市町村課長さん、いかがですか。 

 
吉澤市町村課長： 
住基カードの普及の関係につきましては、先ほど櫻井委員さんがおっしゃったような形で、総務省が

想定しているほどは普及が全然進んでいないというような状況で、それはこちらも認識しております。

この県事務におきます住基ネットシステムの利用につきましては、住基カードの普及といいますか、持

っていらっしゃる方でなくてもパスポートを必要とされる方につきましてはご利用いただけるという

ことでございますので、先ほど県の１年間の運営経費のうち、この旅券事務でどのくらいの使われ方が

するのかというのについては、ちょっとまだ時間の関係で今回の試算に入れさせていただいてはござい

ませんけれども、そういった意味では、住基カードの普及とは少し、もうちょっと広い方々に住基ネッ

トの情報をパスポート発給ではご利用いただけるのではないかということで、先ほど申し上げました試

算を今回させていただいております。 
 
不破会長： 
今の櫻井さんの質問は住基カード云々ということではなくて、ここのメリット・デメリットの話、こ

の計算ということが、この数字だけが出てくるのではなくて、バックボーンになる住基ネットの運用経

費という中で議論をされなければいけない。この部分だけ出てきて１億いくらのプラスであるからとい

うのはちょっと理由にならないのではないかという趣旨だと思いますけれども。 
 
清水委員： 
その関係でいいですか。ちょっと質問の中身を深めるという意味で。以前の行政側、住民側のメリッ

ト・デメリットということでやっていただいたんですけれども、そこでやっぱり基本的に見なければい

けないのは、まず行政の側だけでのメリット・デメリットです。住民の側のメリット・デメリットとは
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分けて見なければいけない。というのは、住民の側が利益を得れば、それは行政の側に経済的に還元さ

れてくるというのか。この表で言うと、５年間で１億１，５００万円の住民側のプラスが自治体に戻っ

てくるという計算になるのであれば、自治体のマイナスと住民のプラスを差し引き計算する意味があり

ます。今日出していただいているものでも、住民票の発行について自治体の収入はなくなるというとこ

ろでは、これは確実に自治体にとってマイナスになるわけですけれども、そのマイナスになった分、住

民の側はそれを払わなくなってプラスになった。行かなくて交通費も節約できたし、その時間帯の、―

―みんな働いている人とは限りませんけれども――、そういったところが仕事に行けるから、それもプ

ラスになるんだという計算をしても、それは自治体の経済的利益に返ってこないわけですよね。自治体

の側はこれを見る限りはひたすらマイナスになっていくということなんではないですか。自治体の経営

ということを考えた時に、住民の側のほうの負担が楽になったから、自治体全体としての行政運営が経

済的にプラスに展開していくということにならないではないですか。そのあたりはどんなふうにお考え

なんですか。これ全体で、プラスマイナスでプラスになるからいいというふうに、計算はできますか。 
 
櫻井委員： 
例えば、この分に見合う人件費が減るということで１人か２人、リストラするとか、そういうことが

可能なのかどうかということにつながっていきますね。人数は同じですよ、同じ体制で机上の計算では

こういうふうになりますよというのでは、やっぱり住民を説得することはできないのではないでしょう

か。 
 
不破会長： 
いかがでしょうか。 

 
吉澤市町村課長： 
今回の試算では、今、委員さんがおっしゃいましたような形で、行政側でのメリットはマイナスのま

まというふうに想定されます。 
 
清水委員： 
この住民票の写しの収入というのは、これは市町村の収入になるものですよね。 

 
吉澤市町村課長： 
そうです。 

 
不破会長： 
そのことも含めて議論をこれからさせていただきたいと思いますけれども、佐藤さんにお願いをしま

したセキュリティ対策についても説明をいただきたいと思いますけれども。 
 
吉澤市町村課長： 
資料の３－２以下でセキュリティ対策につきましてご説明してまいりたいんですけれども、実はセキ

ュリティということで、公開で行った場合に今後支障が出る恐れというものが考えられますので、審議

につきましては非公開のかたちでお願いできればと思いますが。 
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不破会長： 
はい。ただ今、事務局のほうから審議の非公開についての提案がございました。非公開にする範囲と

いうのは、技術的なセキュリティに関する議論、個別の個々の技術に関する議論の部分だけを非公開に

したいと。その説明が終わり次第、また先ほどの櫻井さんの問題提起もありましたけれども、そちらの

議論に戻った時にはまた公開にさせていただくということでよろしいですよね。 
 
吉澤市町村課長： 
実は、運用面につきましてもやはり非公開とすべき部分もございますので、セキュリティ対策全般に

つきまして非公開という形でお願いしたいと思います。一体となってございますので。 
 
不破会長： 
個々の技術に関して。それから、人的な運用についても、それはセキュリティ上の問題があるならば

非公開で構わないと思いますけれども。また、そのセキュリティに関する部分の議論が終わって総論に

戻った時には公開に戻らせていただくということ。それから、セキュリティに関しても、全部を非公開

にするのではなくて、まずポイントとなる部分、公開にしていい部分をまず最初にご説明いただいたあ

と、個々の技術論に関して非公開にさせていただくというふうにしたいと思いますけれども、各委員、

いかがでしょうか。よろしゅうございますか。結構ですか。 
 
（はいの声） 
 
不破会長： 
それでは、委員の了解が得られましたので、まずポイントとなる部分を、これは佐藤委員さんのほう

からご説明いただいて、その後、個々の議論は非公開の場でやらせていただきたいと思います。終わっ

た時点でまた戻って、そこまででこういうことが議論されて、こういう結論を得たんだということは公

開をしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 
 
佐藤委員： 
では、簡潔に申し上げます。基本的に住基ネットも既に各基礎自治体で運用されているわけですから、

そこの部分は最低限確保しながら、長野県独自の運用として県庁と各地方事務所という、今度はネット

ワークが、従来は市町村の場合は庁内であった。ＬＡＮの中での安全性だったわけですね。今度はＷＡ

Ｎになってくるというところで運用形態が変わってくるということをまず前提として。つまり、県固有

の環境になりますから、それをいかに安全性を確保するかという問題。それと、現状は市町村でやって

いるところにプラスして、より安全な運用をするために、技術的な面と運用面と２つの観点からいくつ

かの対策を考えました。 
まず、技術面で申し上げますけれど、先ほど市町村課から内容説明がありましたけれども、基本的に

は県庁とあるいは各地方事務所間のネットワークということになりますので、理想を言えば、先ほどの

ように分離をして、まるきり別の回線がよろしいわけですが、コスト面、データ量、運用面等をいろい

ろ検討する中で、業務用の現状の回線を併用する、相乗りをするということを前提として設計をしてあ

ります。当然、業務用ということの中には、県庁の中においてはいろいろな業務をやっているわけです
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が、インターネットとかイントラネットとか、そういう公開系のところとつながるというネットワーク

ではなく、庁内だけで閉じて、県庁の中だけで閉じた業務用の回線の上を相乗りをするということにな

ります。その閉じたネットを使うんだから、じゃあ、基本的にセンター側も端末側もそのままつなげば

いいという問題ではなくて、仮に閉じたネットの中においても、そのネット上でどこかのところから侵

入されてくるという可能性も配慮をしなければいけませんので、そういう意味で、先ほど物理的に論理

的に多重ということがありましたが、物理的には多重をしますが、完全に住基ネットとして論理的に独

立をするトンネルをつくって、そして中のデータも暗号化をするという仕掛けを入れて、こちらのサー

バと地方事務所の端末機の間の通信を確保するということでございます。技術的にはＩＰｓｅｃによる

ＶＰＮという技術を使います。途中のところはそれで確保できた。次は、今度は現場のほうですね。各

地方事務所の中において専用端末機があるわけですが、ネットワーク自体が共用していますから、業務

の端末機と同じＬＡＮ上に今回の端末機が置かれますので、現場の庁内においてその端末機が、例えば

攻撃をされるとか、データが盗聴されるとか、改ざんされるという、その端末機そのものをいかに守る

かということを考えなければいけなくなってきます。そのためには今回、ちょっと新しい表現になりま

すけれども、回線上からその端末機を見えなくするという特殊な仕掛けを入れて、物理的には存在して

いるんですが、ほかからは一切そこの端末機は見えないという、ステルスというような表現をしていま

すけれども、一般的には自分の姿を消してしまって、あたかも存在しないようにしてしまえば、そこが

ターゲットにならないということ。そういう機能を端末機のほうに入れると。この機能は従来の市町村

の中には入っておりません。それから、従来の市町村でいきますと、ＣＳとＣＳ端末間というのは基本

的には同一セグメントですが、市町村によっては庁内のほかの業務系と一緒になっているという場合も

ありますが、しかしその間も暗号化はされてない。それから、庁内のほかの端末機からＩＰアドレス的

には見えてしまうとか、そういう問題がありましたけれども、それを今回は完ぺきに県の独自ネットと

は言いながら、ほかの業務のところから一切見えなくするということを、通信それから末端のＬＡＮの

ところ、端末機のところを姿を隠して見えなくするということの対応をします。技術的にはそういうと

ころが主な特徴であります。 
あと、端末機の次は、ではよそからは基本的にそれである程度守れるけれども、今度は端末機そのも

のの運用の問題として、オペレーターがいるわけですから、オペレーターが本当に権限を持っている人

だけがちゃんと操作をするかどうかという問題になってきますから、それは操作者カード、それからＩ

Ｄパスワードでやるわけですけれども、それに関してさらに極端に言いますと、誰かのＩＤパスワード

を入れてもほかの人ができてしまう可能性もあるということから、それに関しては、今度は生体確認と

いう仕掛けを新たに入れるということでございます。これによって本人を厳密に操作する人を特定をす

るということでございます。そういう形でやるわけですけれども、もう少し言いますと、ではその端末

機そのもののソフトウェアが、いわゆるいろいろなＯＳのパッチがあたっているか。先ほどの問題あり

ましたね。それから、ウィルスパターンの更新が適切にされているか。あるいは住基のアプリケーショ

ンがちゃんと更新されているかどうか。そういうソフトウェア資源をちゃんと管理しなければいけない。

それを管理しろ、しろと言っても、なかなか一元的にちゃんと管理する仕掛けは難しいので、これはシ

ステムを導入しましょうということで、全部の該当する端末機のリソース、そのソフトウェアの状態を

全部一元管理する仕掛けを入れて、適用されているのが遅れれば、そこに対してこちらのほうのネット

ワーク管理者、セキュリティ管理者から対応するようにするというところを技術的には新たに付け加え

ようとしております。 
運用面はさらに、これはあとでまた細かく出ますが、今回のパスポート発行に伴う要領を新たに作っ
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て、より厳密な運用をするということで、これもあとで紹介があると思います。１つ、そこまでちゃん

とやっても、例えば本当に操作する権限の人が自分の権限外の照会をしてしまうということまで実は防

がなければいけないわけでありまして、そのためには、その人がどういう照会をしたというのは、パス

ポート申請はきているわけですから、その申請者とそれから自分が照会をして住民票の確認をする。ア

ウトプットが出る。その事務的な書類の突合をすることによって一対一は取れるんですが、しかし、申

請されてない人の分まで一緒に照会しても、その分では突合できませんので、これは、今度は機械的に

合計数と何件照会したとかいうのを精査して出したものとさらに比較をするとう仕掛けが必要ですけ

れども、今、これに関しては市町村課のほうでＬＡＳＤＥＣと話をしているという状態です。市町村に

はそういうメニューはあるんだけれども、どうも県の仕掛けにはそういうメニューが今のところ見当た

らないという話もありまして、これは中間報告なので、私どもとしては少なくとも本番運用までにはそ

この部分までのところも明確にして、これは疑ってはきりがないわけですけれども、より厳格な運用を

するということでは、そういう目的外の検索というものも全部システム的にチェックができるように。

そのために、担当する人は単にオペレーションをするだけではなくて、台帳に全部付けていく。管理者

は全部照合するという運用までしていくと。詳細に関しては今後市町村課のほうから説明いただきます。 
というようなことを基本的には安全対策で考えている。これはいずれも机上の問題でございまして、実

際にはこれから機械を入れて、最終的にオペレーションになった段階で、さらにそれが運用されるかど

かということは最終判断しなければいけないんですが、今の段階での判断としては、ここまでのことを

やれば一定のレベルにはなってきて、より安全な運用ができるだろうというふうに想定をしている。ち

なみに、国が出した基準というチェックリストがあるわけですけれども、あとで資料が出ますけれども、

一部県独自の運用形態の違いを除いては、全項目については３の項目になるということをお手本として

市町村に示せるぐらいの運用実態にするということを前提とした内容でございます。以上、ちょっと長

くなりました。ポイントについてご説明しました。 
 
不破会長： 
はい、ありがとうございました。それではここから個々の技術論の部分だけ非公開とさせていただき

ますので、報道陣の皆様、ご退席をお願いいたします。 
 

【以下、非公開審議部分省略】 
 
不破会長： 
それでは審議を続けさせていただきたいと思います。この非公開の部分について簡単に説明いたしま

すと、セキュリティを確保するための技術的なこと、それから運用面について、県及び佐藤委員のほう

から報告をいただき審議をいたしました。２～３の点について、さらに１２月にもしも運用するのであ

れば１２月までの間に精査してほしいという意見が出ました。それ以外の部分については、技術的な面

に関して、運用面に関しては、各委員さん了解をされたという状況であります。 
それでは元の話に戻りますけれども、先ほど櫻井委員さんのほうから問題提起がございました。本当

にこれが県民が望んだことになっているのか、またコストの面でもメリットがあるのか、その意味で住

民への説明が十分に行われているのかという問題提起がございました。この点につきましては、ここで

これ以上審議をするというものともちょっと馴染みませんので、また時間等もありますので、改めて県

のほうに櫻井さんの問題提起についての明確なご回答を準備していただく。次回の審議会、９月ないし
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は１０月に行います審議会で改めてこの点について県からの説明を受けて審議をさせていただくとい

うことで進めさせていただきたいと思います。技術的な面、運用面については、先ほどの少し付帯的な

ものはありますけれども了解をしたということで、本日は、この議案については以上とさせていただき

たいと思います。よろしいでしょうか。 
それでは、今日、４番目の議案であります住基カードの交付状況について説明をお願いいたします。 

 
吉澤市町村課長： 
それでは資料４をご覧いただきたいと思います。本県の住基カードの交付状況等につきまして、資料

としてお示しさせていただいております。発行件数の関係でございますけれども、６月末までの数字と

いうことで４，９７８件ということになってございまして、上に今年の３月３１日現在の県人口を示し

てございまして、人口比にいたしますと０．２３％というような状況でございます。６月をご覧いただ

きますと８９６件ということで、ちょっとほかの月よりも多くなっておりますけれども、これにつきま

しては、伊那市さんのほうで６月に６５６件発行されておりまして、ちょっと伺いましたところでは、

印鑑登録の関係を住基カードのほうへ切り替えということで、これは強化月間でやられたというような

ことがこの背景にあるというように伺っております。以下の住民票の広域交付の関係につきましては、

そちらに記載のとおりでございますし、転入転出手続き等の特例につきましてもそこに記載のとおりで

ございます。 
独自利用の状況につきまして清水さんからご質問等がございましたのでお答えいたしますと、上伊那

広域の１０市町村におきまして、住基カードを利用しまして住民票の写しですとか印鑑登録証明書の自

動交付というものが行われておる状況でございます。それ以外につきましては、まだ県内では検討中と

いうことでございます。以上でございます。 
 
不破会長： 
はい、ありがとうございます。清水さんのほうから質問ございますか。 

 
清水委員： 
県としては、これは達成度としてはかなりいっているという印象なんですか。また、これからの伸び

といいますか。住基カードの交付というのは、恐らく自治体にとっても住民にとっても、この制度の利

用度をどれぐらいのものとして想定しているか。つまり、かなり期待しているのであれば、上伊那が今

伸びているということもありますけども、そういったところを参考にしてやっていくような動きみたい

なのがあるのか。それともなかなか難しいという、様子見みたいな状況になっているのか。これを見る

限りは、やはりカードの発行はある程度あったものの、実際の利用というところになるとかなり落ちる

のかなと。広域交付について言うと、これは、住基カードがなくても身分証明があればできるわけです

よね。このあたりの区分けはしてあるんですか。 
 
吉澤市町村課長： 
してございません。 

 
清水委員： 
転入転出届のところ、住基カードがないとできないものというのが、これですよね。 
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吉澤市町村課長： 
はい、そうです。 

 
清水委員： 
この件数と、総体の数字にしろ、住基カードがないとできない制度。国が転出・転入で非常に便利だ

と。自治体でもこのあたりのことは広報も出していると思うんですけれども、私から見る限り、これは

非常に利用度が低い。発行枚数も非常に少ないし、住基カードがないと使えないものに対する利用の仕

方がまた極端に少ないと思うんですが、担当課としてはいかがお考えですか。 
 
吉澤市町村課長： 
おっしゃるとおりで、決して高いとは考えておりません。やはり、持ってそのあとの利用というもの

のメリットにつきまして、まだまだ不十分な点があるんじゃないかと考えておりますけれども。 
 
櫻井委員： 
あと、住基カードを取った方の、例えば年齢別の、１０代とか２０代とか５０代とか７０代というの

は、私が調べたところでは、お年寄りが例えば銀行とか信用金庫に行って、「何か身分証明になるよう

なものがあるといいね」、それで「住基カードをお取りなさいよ」と言われて取っているケースがほか

のところではかなり多いんですね。それ以外にはほとんど使われていないという事例もございますので、

もし差し支えなければ年齢別とか、どういう方がこのカードをお取りになっているのかということが大

体わかるような情報がほしいと思います。 
 
不破会長： 
では、それはまた県のほうで検討をお願いいたします。 

 
櫻井委員： 
はい、そうですね。はい。 

 
吉澤市町村課長： 
はい、では検討いたします。 

 
不破会長： 
はい。それではまだご意見もあろうと思いますけども、時間の都合もありますので、この議案につい

ては以上とさせていただきます。それ以外で何かご意見、ございますでしょうか。 
 
中澤委員： 
これは、今日とかそういうことじゃないんですけれども、今日のお話を聞いていても、この審議会の

役割が何か安全性の検証みたいな方向に議論が随分流れていると思うんですけれども、私はメーリング

リストの中でも申し上げましたように、本来はこの審議会の役割というのは、これから県が条例で定め

たような使用を展開していくにあたって、やはり、そういう利用をしていいかどうか、そういうことを
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チェックするのが本来の役割だと、一番大切な役割だと私は思っております。どちらかと言えば、安全

性の検証自体は二次的というか、本来は県がすべきことだと思っております。当然、そういう中でアド

バイスを受けるなり何なり、そのことを否定するわけではございませんけれども、本来県がやっていく

べきことだと思っております。そういう中で、少し今までの中ではいろいろごちゃまぜに動いてきてし

まっていますので、先ほどの櫻井さんのご発言じゃないわけですが、佐藤さんがアドバイスをされた、

こういうものをここで出されて、「いいものができていると思う」と、こういうことしか言えないと思

うんですね、はっきり申し上げて。技術検証だけをやっていればですよ。そういう中で、やはり、県の

ほうもいわゆるこの審議会に付すべき事項と、それから相談をというのか、審議会としてというのでは

なく、個人的に相談をしたいということと、そのへんを少し整理をしてやっていっていただきたいなと

思います。そうでないと、本来、一番大事な任務のところがどこかで決めてしまったっていうような格

好で動いていってしまうような気がしますので、是非そのへんをよろしくお願いをしたいと思っており

ます。 
 
清水委員： 
同感です。 

 
不破会長： 
中澤さんの今のご意見をまとめると、安全性云々以前の話として、県が独自に利用していきたい、住

基ネットを利用した独自のサービスをやっていきたい、そのことに対して我々がそれはやっていいか悪

いかということをきちっと審議をしていくべきであると。県がむやみやたらに住基ネットを使ったサー

ビスをして本人確認情報が危うくなるというのを防ぎたいという意味でよろしいですかね。 
 
中澤委員： 
そうです、はい。 

 
不破会長： 
この仕組みそのものをそもそもやっていいかどうか。新しいサービスそのものをそもそもやっていい

かどうか。 
 
中澤委員： 
住基ネットの仕組みっていうことじゃないですよ。住基ネットや情報を県が使っていいかどうかとい

うことを審議するのが本来だと思っております。 
 
不破会長： 
それにおいては、今日のパスポートの審議も、技術的な面が非公開の部分でありましたけれども、  

櫻井さんがおっしゃられたような問題提起というようなことも本来のこの審議会の役割としてこれか

らも出てくる、ということですよね。 
 
中澤委員： 
ちょっと今のわからなかったんですが。 
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不破会長： 
つまり、技術的な面の検討だけではなくて、パスポートのことに関しても、中澤さんが今おっしゃら

れたとおり、そもそもそれがやるべきことなのかどうなのかという議論に戻って議論をこの審議会でや

るべきであると。 
 
中澤委員： 
そうですね。だから、法で定められていることについて、パスポートみたいなのは法律で定められて

いますので、そのことはともかくとしましても、これから条例を制定して使っていくようなものが出て

きた場合には、きちっと使っていいかどうかっていうことをやるのが本来の任務だと私は思っておりま

す。 
 
不破会長： 
はい。まさにそのとおりだと思いますし、そのためにいろいろな立場の審議会委員がここに集まって

いて、その中の何人かはセキュリティの面で、また何人かはネットワークの専門家の面で、またジャー

ナリストとして、市町村の担当者として、弁護士として参加している、それぞれの立場で県が進めてい

くことをチェックしていくという審議会でありたいと思いまので、どうかよろしくお願いいたします。 
 
清水委員： 
すいません。私、ちょっと時間があれなんで。 

 
不破会長： 
はい。 

 
中澤委員： 
会長さん。ただその中で、例えば安全性の検証といった時に、誤解していただいては困るんですけれ

ども、そのこと自体は一応県で措置した対策があり、今日みたいな、いわゆるセキュリティに関する手

順書みたいなのが定められていて、それをセキュリティ監査なり受ければ、それで検証はされていくと

思うんですよ、本来。ですので、あとまた対策をするにあたっては、それなりのいわば組織なり体制な

り備えたところに委託してやっていっても結構ですので、この審議会で検討するようなことではあまり

ない、そういう気がいたしております。 
 
不破会長： 
この審議会が必ずそのことを検討しなければいけないということでは私もないと思います。今回の場

合も、パスポートの件に関しては、県のほうでその協力要請がありましたので、それは協力することは

やぶさかではないということで、一緒になって安全な住基ネットの利用法ということを模索してきたと

いうことであって、審議会が県がやろうとしていることのすべての技術的な面を必ず裏付けを審議会の

責任でとらなければいけないということは決してないと思っております。その責任を取るのは県であっ

て、またそれを実施するのも責任を持つのも県であって、我々はそれをチェックするだけであるという

ことは思っておりますけども。 
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中澤委員： 
ですので、県の方々に、ここへ諮るべきことを少し段々精査をしていっていただきたいというふうに

思っております。 
 
不破会長： 
はい。それでは、佐藤さんのほうは何かありますか。 
では本日の審議、以上で締めさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

 
事務局： 
委員の皆さん、本当に本日はどうもありがとうございました。以上をもちまして、第１３回長野県本

人確認情報審議会を閉会させていただきます。ありがとうございました。 
 
 


